
「パートナーシップ構築宣言の推進と適切な価格転嫁
の実現に向けた とちぎ共同宣言」署名式を開催

経済団体、労働団体、行政機関の９団体が出席し、連名で共同宣言書に署名、発出しました。

エネルギー価格や原材料価格の高騰等、県内経済を取り巻く環境は厳しさが増す中、経済成
長と分配の好循環にはサプライチェーン構成企業各社の共存共栄、相互成長による付加価値の
向上等、適切な価格転嫁が重要であることから「パートナーシップ構築宣言」の一層の推進と
下請事業者の適正な商慣行の定着、より適切な価格転嫁の促進を図るべく経済団体、労働団体、
行政機関が一体となり、共同宣言を行いました。

宣言にあたって、栃木労働局としては、引き続き政府の関連政策パッケージや閣議決定に基
づき、「最低賃金の周知啓発」、「最低賃金違反や賃金・残業代の不払が疑われる事業場への
監督指導・是正」などを図っていくほか、事業主に対する支援、さらに「とちぎ公労使共同会
議」の場でも構造的な賃上げ支援方策について検討していくこととします。

１ 日時 令和５年９月27日（水）午前10:30～11:00

２ 場所 栃木県庁 本館６階 大会議室２

３ 署名式出席団体

（一社）栃木県経営者協会

（一社）栃木県商工会議所連合会

栃木県商工会連合会

栃木県中小企業団体中央会

（公社）栃木県経済同友会

日本労働組合総連合会栃木県連合会

経済産業省 関東経済産業局

厚生労働省 栃木労働局

栃木県知事

署名式集合写真（労働局長：前列一番左）



署名式（労働局長：一番左） 意見交換（労働局長）

署名（労働局長）

４ 共同宣言文


